
島原地域広域市町村圏組合 
令和２年度 高齢者体力づくり教室受託事業所募集要領 

  
 島原地域広域市町村圏組合（以下「組合」という。）では、令和２年度に実施する高齢者体

力づくり教室の受託事業所を下記のとおり募集します。  
  
１． 趣旨  

  この要領は、島原市、雲仙市及び南島原市（以下「構成市」という。）において実施す

る高齢者体力づくり教室を受託する事業所を選定するために実施する受託事業所の募集

に関して、必要な事項を定めるものとする。  
  
２． 募集対象 

構成市内に所在する事業所で委託事業を的確に遂行するにたる能力を有する者とする。 
 
３． 実施する教室の内容等 
   構成市内に住所を有する６５歳以上の方（以下「第１号被保険者」という。）を対象と

し、プール等で行う水中運動又はトレーニングマシンや運動施設等を使用し主に筋力の

向上を図る内容の教室を実施するものとする。また、教室１回あたり２時間程度とする。 
その他、別紙、仕様書による。  

  
４． 実施期間  

令和２年６月～令和３年３月  
※１クール全１０回の教室を期間中に実施する。  

  
５． 開催予定教室数  

全２２教室（1 教室１クール１０回） 
※１会場１クールの実施とする。 
※複数の会場及び複数の地区（日常生活圏域）を申込むことができる。  

 
６． 委託単価  

委託単価：27,000 円／回（消費税等含む） 
実施回数：１教室１クール 10 回  
委託単価には、人件費、傷害保険料、消耗品費、印刷費、通信運搬費、会場使用料、教

材費等教室実施に係る全ての経費を含むものとする。  
なお、参加者募集に係る経費も含まれており、参加者募集については受託事業所で実

施するものとする。 
委託料は教室（１クール）終了後に事業報告とともに組合に請求するものとし、組合

は正当な請求のあった日から起算して３０日以内に事業者に直接委託料を支払うものと

します。  



  
７． 応募の留意事項  

(1) 応募書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。  
(2) 応募書類に虚偽の記載をした場合には、応募書類を無効とする。  
(3) 提出された応募書類は返却しない。  

  
８． 応募申込み  

令和２年度高齢者体力づくり教室応募申込書に記入し提出すること。  
申込書の提出期限：令和２年４月２７日（月） 正午まで 【必着】 

   申込書の提出先  ： １１．問合せ先と同じ   
  
９．応募後の流れ  

① 組合が後日指示する期限までに、事業所は要領及び仕様書に沿った教室内容を計画

し、事業計画書を組合へ提出する。  
※事業計画書は１地区ごとに作成するものとする。  

② 組合が事業計画書を受領し、必要に応じてヒアリングまたは実地調査を行なう。  
※申込多数の場合は計画書等の審査により決定する。  
※組合が事業の目的を達成できないと判断した事業者については、委託契約候補事業

者として選定しない。  
③ 組合が選定結果を応募団体に通知し、委託契約を結ぶ。  

  
１０．決定後の教室参加者の募集及び周知について   

教室参加者の募集は受託団体が行うものとし、募集にあたり周知を行う際は、組合か

らの受託事業である旨が分かるようにすること。  
注意：教室に参加できる方は構成市に住所を有する第 1 号被保険者です。  

  
１１． 問合せ先  

〒859-1492   
長崎県島原市有明町大三東戊 1327 島原市役所有明庁舎 3 階  
島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 地域支援係  
TEL（0957）61－9102 FAX（0957）61－9104 


